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１.住民説明会 1

第１回　吉名地区 第２回　忠海地区 第３回　大乗地区 第４回　竹原地区

令和6年11月25日（月）
18:30～19:10
（吉名地域交流センター

2階ホール）
出席者　6名

令和6年12月2日（月）
18:30～19:50
（忠海地域交流センター

1階ホール）
出席者　9名

令和6年12月3日（火）
18:30～19:20
（大乗地域交流センター

2階ホール）
出席者　2名

令和6年12月4日（水）
18:30～19:20
（竹原市民館2階

第2・3会議室）
出席者　7名

開催概要

周知方法

＜記者発表資料＞ ＜竹原市HP＞＜竹原市内全域回覧＞ （その他：Facebook、Ｘ）



１.住民説明会(第１回　吉名地区) 2

第１回　吉名地区

令和6年11月25日（月）18:30～19:10
（吉名地域交流センター2階ホール）
出席者　6名

No 質疑事項 回答内容 備考
（情報提供先）

1

以前、大雨が降った際、天龍池が氾濫する
ので避難してほしいと言われ、小学校に避
難したが、天竜池は氾濫しなかった。
大雨時に河川やため池が氾濫することは本
計画には関係あるか？

防災に係るソフト対策は市全域で取り組んでいく。

行政としては、定点カメラが無いエリアにおいては、累積累加雨量など
の情報を踏まえ、早めに避難情報を発信することが必要となる。

誤発言のケースでは、その情報に別の情報等が混在してしまったと推察
される。結果的に天龍池は氾濫しなかったが、迅速かつ正確な情報を発
信することが重要と考えており、住民も早めの避難を心掛けていただき
たい。

危機管理課

2
居住誘導区域とはなにか？わかりやすく説
明してほしい。

一定程度の人口や公共交通・都市機能を集約して、人口密度を保って行
政サービスを効率よく提供する区域である。

居住誘導区域外に住むことを妨げるものではないが、長期的な時間軸の
中で緩やかな居住誘導をお願いしている。

3
移転または移住する際は、居住誘導区域内
が望ましいということか？

そのとおり。居住誘導区域内に住んでほしいが、区域外に住むことを妨
げるものではない。

主な意見と対応



１.住民説明会(第２回　忠海地区) 3

第２回　忠海地区

令和6年12月2日（月）18:30～19:50
（忠海地域交流センター1階ホール）
出席者　9名

No 質疑事項 回答内容 備考
（情報提供先）

1
居住誘導区域外に住むことは今後禁止され
るのか？

本計画は居住誘導区域外への居住を妨げるものではなく、人口密度や都
市施設の集約により、コンパクトで持続可能なまちにしていくことが目
的。

2
居住誘導区域や都市機能誘導区域への移住
はどのようにするのか？

居住誘導区域内へ移住する際に補助金を出す自治体も他県にはあるが、
県内では多くの施策は実施されていない。本市の居住誘導区域は人口や
都市機能が一定程度集積して、かつ、比較的災害リスクが低いエリアを
設定している。

 

3 実際に居住誘導はできているか？ 効果検証はしているが、まだ現行計画策定から５年しか経過していない
ため効果発現には至っていない。  

4
人口の目標値の中で、忠海地区の人口密度
が減っている。

この目標値は市で試算した。人口の推計は厳しい現実があるが、本計画
の策定によって、市全体の人口は減少するが、居住誘導内人口は微減ま
たは維持する方向になっている。

 

5
公共交通の利用者数は我々には直接関係な
いのでは？

今後高齢化が進行する中で、拠点への人口や都市機能の集約を目指して
おり、免許返納した住民の移動手段は公共交通にシフトする。そのため、
公共交通の利用者数を目標として設定した。

 

6
人口の目標値は１０年後の予想値であって
目標値ではないのでは？

人口密度の目標値を現状維持とすることも考えられるが現実的ではない。
人口密度も自然減は仕方ないが、社会減は極力「０」を目指している。  

7
今後の見直しの中で居住誘導区域がさらに
狭まる可能性はあるか？

その可能性はある。  

8
今日は自治会の回覧でこの説明会の存在を知っ
た。この取り組みは良いと思うが、多くの住民
に関心を持ってもらうような取組が必要。

住民のための計画のため、できる限り多くの市民に知ってもらい、多く
の意見を反映できるようにしていきたい。そのためにも、今後パブリッ
クコメントを実施する予定としている。

 

主な意見と対応



１.住民説明会(第３回　大乗地区) 4

第３回　大乗地区

令和6年12月3日（火）18:30～19:20
（大乗地域交流センター2階ホール）
出席者　2名

No 質疑事項 回答内容 備考
（情報提供先）

1
大雨時は大乗こども園周辺における道路の冠
水が気になる。ポンプによる排水は可能か？

以前は発電機を使って、手動で起動し、ポンプを稼働して排水をしてい
た。今は電柱から給電してポンプを稼働している。

建設課

2
福田町方面から避難所（大乗地域交流セン
ター）への避難はどうすればよいか？

レッドゾーンは居住誘導区域から除外している。国道185号の一部が居住
誘導区域から除外されているが、市内の重要な路線でもあるため、それ
で万全というわけではない。

危機管理課

3 大乗ハイツから避難所への避難経路は？

大乗橋交差点の陸橋の方から避難してほしい。レッドゾーン指定箇所近
傍にお住まいの方は可能な限り迅速に避難していただきたい。

災害の種類によって避難場所や判断が異なる。高齢者等、避難に時間を
要する方は早めの避難を心掛けていただきたい。また場合によっては無
理に避難せず、知人の家に行く等、災害の種類によって柔軟な対応をさ
れることが望ましい。

危機管理課

4
参加者が少ない。今回は居住誘導区域の変
更等がメインであり、災害時の避難等方法
など身近なﾄﾋﾟｯｸｽではないことが原因か？

本計画に関する住民説明会は4地区で実施しているが、難しい内容のため、
市民に関心をもってもらいにくい。いつもと同じ方法で周知したが、都
市計画系の住民説明会はいつも参加者が少ないのが実情。

 

5
大乗小学校は今後2年で統廃合される。大乗
小学校は耐震化されているため、避難所と
して活用しないのか？

災害の種類にもよるが、例えば高潮の時に海側の小学校へ避難するのは危
険と考える。防災とは別の観点であるが、大乗小学校は土地も広く、ＪＲ
大乗駅もバス停も近傍にあるなどポテンシャルの高い土地と考えている。

危機管理課

主な意見と対応



１.住民説明会(第４回　竹原地区) 5

第４回　竹原地区

令和6年12月4日（水）18:30～19:20
（竹原市民館2階第2・3会議室）
出席者　7名

No 質疑事項 回答内容 備考
（情報提供先）

1
本川の西側周辺の災害対応はどうか？また、
今後、住民目線で心掛けることはあるか？

賀茂川の氾濫に伴う浸水が懸念されるため、直ちに家の移転が必要では
ないが、災害に備えてマイタイムライン等を個人で作成し、避難経路や
避難のタイミング、避難場所（知り合いの家等を含む）を考えていただ
きたい。居住誘導区域内外にかかわらず、ハード整備は国、県、市が連
携して推進していく必要があると考えている。

 

2

本計画の内容は理解できたが、竹原地区の
南側に居住しているため津波の被害が懸念
される。また、H30豪雨の際は内水氾濫によ
り家から出ることができなかった。今回の
見直しでは当該地区における内水氾濫の対
策は考慮されているか？排水ポンプの増設
や排水方法の変更はあるか？

防災指針は居住誘導区域内しか対策しないというわけではない。将来的
に居住誘導区域へ移住してほしいが、竹原地区の場合、ハード整備を講
じても災害リスクが残存するエリアがある。また、短期間にたくさんの
雨が降ると、排水ポンプの処理能力を超えてしまい、内水氾濫が発生す
ることは理解している。排水ポンプの増設も考えているが、国、県、市
が連携して、これまでの対策を推進しつつ、新たな対策も検討していく。

 

3

人口減少下において、費用対効果が得られ
ないことも理解できるが、実際にH30豪雨の
際は甚大な被害が生じた。吉崎地区等の塩
町においては、排水ポンプもあったが雨水
を処理しきれなかったことを受けて、排水
機能の見直しはしないのか？県の予算を使
うなど、県と連携した方法があれば取り組
んでいただきたい。

近年の災害の激甚化、頻発化により、浸水が発生している事は市として
も把握している。そのため、池の浚渫も実施している。要望があったこ
とは建設課にも伝える。

建設課

4
都市機能誘導区域に都市施設を整備するの
はコストがかかるが、どのように考えてい
るか？

都市機能誘導区域内の全ての都市機能誘導施設を新たに整備するもので
はない。本市では、将来に渡り維持存続を図る事が重要と考えている。  

主な意見と対応



２.パブリックコメント 6

令和6年12月27日（金）から令和7年1月30日（木）まで

実施時期 周知方法

対象者

公表場所

・市内に住所を有する者

・市内に存する事務所又は事業所に勤務する者

・市内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他団体

・市内に存する学校に在学する者

・市役所4階 建設部都市整備課

＜広報たけはら令和7年1月号＞

・忠海支所



２.パブリックコメント 7

周知方法

＜竹原市HP＞



２.パブリックコメント 8

No 項目 意見の内容 市の考え

1
第５章
居住誘導区域の設定

居住誘導区域以外の地域に家を建てられないので
すか。居住誘導区域以外の地域は廃れてしまうこ
とを心配しています。

本計画は、居住誘導区域以外に住むことを禁止し
たり、住宅の建築を制限したりするものではあり
ません。住宅等の立地を緩やかに誘導し、コンパ
クトで持続可能なまちにしていくことを目的とし
ています。

2
第５章

居住誘導区域の設定
居住誘導区域以外の地域では空き家が増えそうで
すが、いかがですか。

本計画は緩やかに居住を誘導するもので、居住を
妨げるものではありません。
空き家については本計画の誘導施策にも記載して
おりますが、竹原市空き家等対策計画に基づき、
空き家化の抑制・予防、適正管理、管理不全の空
き家等の解消、跡地活用の観点から、計画的な施
策の推進に取り組みます。

3
第９章

防災指針
防災指針が新たに追加されると、防災に関する変
更や新たな防災対策がされますか。

防災指針は、居住や都市機能の誘導に伴い、誘導
区域を中心に存在する災害リスクの回避・低減の
ための方針や対策を位置づけするものです。防災
に関する変更はありませんが、国・県・市が連携
し、これまで以上の防災対策を推進していきます。

主な意見と対応



３.説明動画について 9

説明動画の経緯

周知について

説明会の参加者が少なかったため、音声入りの説明動画をYouTubeへアップし、竹原市ＨＰ上にＵＲＬを公表した。

＜竹原市HP＞ ＜YouTube＞

＜Ｘ＞

＜Facebook＞



 誘導区域等の設定及び誘導施策の検討

 防災指針の作成

 住民説明会・パブリックコメント

 都市再生協議会検討部会

 都市再生協議会

 都市計画審議会

 その他関係機関との協議

市議会説明

 計画書の公表

令和5年度 令和6年度

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
検　討　項　目

●1/22

●3/21

●5/13

●8/5(広島県)

●8/26

●2/6●9/12

●9/12

●12/10

3/19●

●10/16 ●2/21

４.立地適正化計画改定の経緯と予定 10

改定の経緯と予定

本日


